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第５節 屋内タンク貯蔵所の基準 
 

１ タンク専用室内の間隔 

（１）危政令第12条第１項第２号に規定する「タンク専用室の壁」には、柱を含むものであるこ

と。 

（２）間隔の算定については、タンクの最も張り出した部分（配管、付属品を除く｡）を起点とす

ること。 

（３）タンクとタンク専用室の屋根、はり等との間隔は、タンク上部やタンク内部の点検等が容

易に行える空間を確保すること。 

 

２ 標識及び掲示板 

危政令第12条第１項第３号に規定する「標識及び掲示板」は、製造所の例によること。 

 

３ 貯蔵量 

（１）危政令第12条第１項第４号に規定する「容量」は、一のタンク専用室内にあるタンクの容

量の総計をいうものであること。 

したがって、指定数量未満の危険物を貯蔵するタンクが二以上ある場合であっても、その

量の合計が指定数量以上である場合は、屋内タンク貯蔵所に該当するものであること。 

（２）タンク専用室内に設けるタンクの数には、制限はないものであること。 

（３）隣接するタンク専用室間の壁に出入口を設けた場合には、当該隣接するタンク室を一のタ

ンク室として取り扱うものであること。（昭和40年自消予発第83号） 

 

４ 屋内タンクの構造 

危政令第12条第１項第５号に規定する「屋内タンクの構造」は、屋外貯蔵タンクに準ずるこ

と。 

 

５ 通気管 

毒性、有臭性又は揮発性の高い危険物を貯蔵するタンクに設ける通気管にあっては、危規則

第20条第2項各号に適合する場合、危規則第20条第1項第2号に規定する大気弁付通気管とする

ことができる。 

 

６ タンクの固定 

タンクは、アンカーボルト等で堅固な基礎に固定すること。 

 

７ ポンプ設備 

屋内タンク貯蔵所のポンプ設備は、危政令第12条第１項第９の２号の規定により屋外貯蔵タ

ンクのポンプ設備に準じ、又は総務省令で定めるところにより設けること。 
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８ タンク専用室の危険物流出防止構造 

危政令第12条第２項第８号に規定する「屋内貯蔵タンクから漏れた危険物がタンク専用室以

外の部分に流出しないような構造」とは、出入口の敷居を高くするか又はタンク専用室内に堰

を設ける等の方法によりタンク専用室内に収容されている危険物の全容量が収納できるもので

あること。 （昭和46年消防予第106号） 

また、堰を設ける場合は、当該堰と屋内貯蔵タンクの間に50㎝以上の距離を保つこと。 

 

９ 床の構造 

危政令第12条第１項第16号に規定する「危険物が浸透しない構造」には、コンクリート、金

属板等で造られたものがあること。 


